
太陽光発電設備設置事業にかかる事務手続におけるフローチャート 
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村へ同意申請する 

(事業着手の 60 日前まで) 

ＮＯ 

ＮＯ 
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太陽光発電設備設置事業には 

原則同意できません 

 

土地利用事業・設置の設置基準を

遵守し事業を開始 

農地の場合は農業委員会へ

相談(農地法上の許可が必

要になります。) 

太陽光発電設備設置事業を 

計画している 

建築物の屋根又は屋上への設置か？ 

村へ届出・相談 

届出書(第１号様式) 

事業計画書(第２号様式) 

抑制区域内か？ 

事業区域の面積が100㎡を超えるか？ 自治会・近隣者への説明 

同意申請(事業着手の60日前まで) 

申請書兼確約書（第３号様式） 

事業区域等状況調書（第４号様式） 

自治会説明会報告書（第５号様式） 

近隣関係者説明報告書（第６号様式）等 

条例の対象外です 

事業区域の自治会・近隣者に

反対意見がない場合は、同意

することがあります。 

(担当課へご相談ください。) 


